
 

１．件名：「日本原燃(株)の保安規定変更認可申請に係るヒアリング（新規制基

準対応（再処理施設、廃棄物管理施設））」 

 

２．日時：令和３年２月２４日（水） １０時００分～１２時００分 

 

３．場所：原子力規制庁 １０階会議室（TV 会議により実施） 

 

４．出席者 

原子力規制庁 

原子力規制部 

核燃料施設審査部門 

（原子力規制部新基準適合性審査チーム） 

古作企画調査官、猪俣上席安全審査官、河本安全審査官、河原崎安全審

査専門職、藤原安全審査専門職 

日本原燃(株) 

溝部 執行役員 再処理事業部 副事業部長 他８名 

 

５．自動文字起こし結果 

別紙のとおり 

※音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

 

６．その他 

提出資料 なし 

 

参考 

・ 日本原燃株式会社 再処理事業所 規制法令及び通達に係る文書（令和３年

１月２９日） 

「日本原燃（株）から再処理事業所再処理施設に係る保安規定の変更認可申

請を受理」 

https://www.nsr.go.jp/disclosure/law_new/REP/180000072.html 

・ 日本原燃株式会社 再処理事業所 規制法令及び通達に係る文書（令和３年

１月２９日） 

「日本原燃（株）から再処理事業所廃棄物管理施設に係る保安規定の変更認

可申請を受理」 

https://www.nsr.go.jp/disclosure/law_new/WAS/190000082.html 



・ 令和３年２月１８日 

「日本原燃(株)再処理施設及び廃棄物管理施設の保安規定変更認可申請に関

する資料提出」 

 

 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

別紙 

時間 自動文字起こし結果 

0:00:02 それでは本日の日本原燃の保安規定に係るヒアリングを始めたいと思いま

す。県のほうにつきましては、説明をよろしくお願いします。 

0:00:15 おはようございます。日本原燃再処理事業部の水でございます。本日、本日も

ヒアリングを変えさしていただきまして誠にありがとうございます。 

0:00:26 1、5 月 15 日の震災はもう会合におきまして詳細を確認するように、或いは追

加の資料説明するようにという越し英語要求がございましたので、その内容に

つきまして、2 月 18 日に 12 件。 

0:00:43 資料提出しております。本日枠をこの資料に沿って御説明させていただきたい

と思います。説明者ですけれども、保安管理課の方から速水課長をし、酒井高

橋共同管理課から監査に課長木村。 

0:01:02 ガラス固化機械化から言えば課長範囲内で御説明させていただきますので、

どうぞよろしくお願いいたしますまずは全体的に歩み課長の方から説明を行い

ます。よろしくお願いします。 

0:01:18 そして、 

0:01:22 日本原燃の酒井です。 

0:01:27 2 月 18 日に提出いたしました資料②について説明したいと思います。案件の

分割申請の考え方について企業にられます。こちら事業変更許可申請書にお

いて運用による規制要求を満足させる事故、こちらは、 

0:01:44 本件廃液事項ということでＵＯ反映事項という以下記載をしておりますが、これ

については今回の申請にあんカミデ申請するその分割の考え方を説明する旨

を記載しております。本資料にはご指摘ありました。 

0:01:59 部分的にＩＳＡものはそれで問題ないかという意見も含めて記載をしておりま

す。 

0:02:05 2 ポツということで、分割申請の方針、記載をしておりますこちら審査会合の資

料にも記載されていたものになりますが、部分的に反映できるものについて

は、初回申請で反映するということを基本としておりましてている段階で申請す

る事項につきましては、 

0:02:23 ①から③こちらが審査会合に記載しているものになりますが、 

0:02:29 基本的には 1 は重大事故等に係る事項についてその工事等が必要なものが

①、②で火災区域等になりますか、設計及び工事の計画の認可、設工認を受

けて、内核となる措置の運用を②、③、竜巻警報発令時の車両退避等です

ね。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:02:46 こちらの方が安全に対する個人を早期に完成させる上で、影響を及ぼすこと

からこちらについても、議案回目の申請ということで、①から③の理由で第二

段階の申請ということについてをしております。 

0:03:00 その下のなお書きになりますが、こちらについて再処理施設の方ですね、第二

段階二段階の申請と言っておりますが、ＨＩＰＬＵＳ管理施設の廃棄物貯蔵庫Ｄ

Ｂ建屋、共用の運用開始時期との関係からそちらの方。 

0:03:16 説話において明確にした上にありますが、先行して判定変更した申請を行う予

定でおります。 

0:03:24 次のページに行きまして、 

0:03:29 2 ページ目に、この仕分けの考え方、耐震性の仕分けのフローを記載をしてお

ります。まず量販以降が、循環のボランティア整合している場合は（エ）ってい

うふうに整理をしており、そうでない場合、今回の保安規定認可周りに反映事

項に整合した運用実施可能である場合は、括弧Ｂ 

0:03:49 ことにしておりました。そうでない場合でも、部分的にしかものであるものは括

弧Ｃということで反映するというふうにしているしております。それ以外のもの

につきましては先ほど説明した①から③の理由を付した上で、カッコｄというふ

うに仕分けをしております。 

0:04:08 ＳＡＭＰＳＯＮ行きまして、4 はい事項ごとの分割申請の考え方ということになり

ますが、こちらにつきましてはそれぞれ表 1 表、表 1 に再処理事業の表 2 配

付さぎ事業のほうで、その仕分けの考え方を整理をしております。 

0:04:26 この考え方の欄には、保安規定の該当箇所よう反映箇所と、あと一番配線も

については、 

0:04:35 一番早いするものについて問題ないかということですね、記載をしております。

所管のメンバーになりました二段階でのように結びついたのかということもあり

ましたのでそちらも踏まえて、こちらには記載をしております。 

0:04:50 3 ページ目から部分的に反映する箇所主として費用の方の説明を受けて説明

をしていきたいと思います。 

0:05:01 3 ページ目ですね。 

0:05:04 外部火災の方の説明から説明させていただきます。内部火災につきまして

は、基本的には部分的に反映をするということになりますが先ほどの火災区

域火災区画ですね、こちらにつきましては設工認で明確にするということで、こ

の課題火災、 

0:05:22 定期火災に係る管理の運用というのは、今回関与していないことになります

が、 
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0:05:29 ただ、これまで実施してきているような消防計画とかですね、それと関連ですと

か、一般的な可燃物の管理とか、防火管理消火活動につきましては、実施で

きるということで今回、計画を火災防護計画を立てて、 

0:05:44 実施するという方向で整理をして反映をしております。 

0:05:49 その下に行きまして火災区域火災Ｆ関空に係る運用ということでこちらにつき

ましては設工認において明確にしてから次回以降の反映ということにしており

ます。次 10 ページに行きまして、内部火災の続きになりますが、 

0:06:04 この先ほどの反映することとした平常時の防火管理の中でもは基本的に反映

するんですが、営推あいつその下にあります水素漏えい検知に係る運用につ

きましては、その水素漏えい検知の今後設置予定の施設になりますので、 

0:06:21 こちら除きまして、 

0:06:24 そして反映するということにしております。水素漏えい検知の話につきまして

は、二段階では整備する手順の 1 項目としては反映する予定でおりまして、現

在ソフト 

0:06:36 この運用をしなくてもそのポーター運用は可能ということに考えております。 

0:06:43 次に火災発生時の対処ということでその次に下の所かっこしなっているところ

なんですが、こちらのショップの消火活動については基本的に反映するんです

が、自動消火設備で粉末消火器んのにかかる運営につきましては、 

0:06:58 現在設置されておりませんので、そちらにつきましては二段階に申請というこ

とで考えております。こちらにつきましては、ステーション消化し切らない。 

0:07:07 一つということでその他の手動の消火器ですとか二酸化炭素消火器等の消火

活動が可能でありますので今回そちらについて反映しているということになり

ます。 

0:07:20 その下の消火水供給設備等の共用の話になりますが、共用については、Ａラ

ンクの第二段階のものはいいかどうよということで割愛をしますが、設工認に

よってこの共用し会議というのを明確にするということでこちら次回以降の反

映ということにしております。 

0:07:38 紹介する水供給については再処理施設の消火席は可能であるということで今

回の申請には影響しないということで整理をしております。 

0:07:46 5 ページ目、次のページ 5 ページ目に行きまして、外部火災になりますが、 

0:07:53 こちらにつきましても、 

0:07:56 計画をして作成するということにしておりますが、防火体に係る運用に関しまし

ては防火滞納整理が必要になるということでこちら二段階で申請ということで、

それ以外にそれを除いてお諮り消火活動等の実施可能な火災防護に係る運

用を今回申請しているということになります。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:08:16 その下に行きまして外部衝撃の火山になりますが、こちらにつきましても計画

の策定をするということを保管するということで反映をしております。 

0:08:28 この課題につきましては、 

0:08:33 配備する資機材及びその手順の 1 項目としてですね、高架オオオカ作用のフ

ィルターですね、こちらにつきまして指定整理がいっぱい来設計トーク必要に

なりますので、こちらがまだできていないのですね、ないのと、形の火山影響

の評価等に係るものですね。 

0:08:49 につきましては、こちらは設工認等で明確になるということで、こちらを二段階

目で申請することになりますが、こっち方向、それを除いて実施可能ということ

で今回の保安規定に反映しているということになります。 

0:09:04 こちらをページ目に行きまして、最初のところで地層、こちらが 

0:09:11 カバー影響発生時の措置ということで、ただしその会議の 

0:09:18 等価火災栄光火災 

0:09:21 月曜のヒーターの成果設置の運用については除くということで反映するという

ことを書いておりますか、あと除灰のハッチとかですねそちらについて反映す

るということをお伝えをしております。 

0:09:36 その下のリーダーの①ということで、こちらはサイトフィルタについてですねこち

らは 

0:09:42 今後配備予定のものになりますので次回以降に反映するということで整理い

たしております。 

0:09:48 その下に火災影響評価に係る新知見の指定収集反映ということでこちら節項

において明確になるっていうことで、 

0:09:56 次回以降に反映するということで記載をしております。その次に、先ほど説明

しました竜巻ということで、こちら①や③ということになりますが竜巻防護設備

につきましては、まだ入りがされていないものについてので、こちらはＤ－01 と

いうことで整理をしていて、 

0:10:15 先ほど者の車両の入構管理とか退避とかですね、こちらにつきましては、③と

いうことで整理をしております。 

0:10:26 次のページに行きまして、7 ページ目になりますが、 

0:10:31 7 ページ目の溢水のところになりますが、以浅につきましても同様に計画をス

ターに整備するということで、班員をしております。こちらにつきまして愛眼の

減肉管理とか 1 発生後の廃止とかでそちらのほうで実施可能なので、そちら

も反映するということになりますが、溢水量統合設備につきまして、 

0:10:51 いや、の運用につきましては、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:10:53 またその溢水影響評価の床面試験工事の影響確認等ですね、こちらにつきま

しては、 

0:11:01 今後実施するということで、2005 につきましてはまだ建設まだ設置できており

ませんので次回以降ということで、溢水影響評価につきましては、こちらは設

工認会見明確になるということで次回以降に反映するということで整理をして

おります。こちらにつきましても二段階につきましては、整備させていただき項

目として 

0:11:21 溢水防護設備の運用というのは、 

0:11:23 規定する予定でおります。 

0:11:29 次のページに行きまして、8 ページ目のか、各薬品漏えいに関しましては、こち

らにつきましては先ほどの溢水防護と同様の運用になりますので割愛をいた

します。 

0:11:42 続いて、 

0:11:46 推し進めがして、 

0:11:49 11 ページ目の重大事故等設備につきましてはマイクは重大事故に関わること

につきましては共通ですが、重大事故大規模損壊等への対応につきましては

設備は今後設置予定ということで、二段階の申請という反映するということで、 

0:12:05 今回は反映をしてないということになります。 

0:12:09 続いてその 15 ページからの表にも廃棄物管理施設を 2 なんですが、こちら二

段階目に送り事項部分的な改正事項につきましては、再処理施設と共通とい

うことで、 

0:12:22 同様ということになります。説明資料までの説明は以上になります。 

0:12:28 。 

0:12:31 規制庁の藤原です。それでは資料に関しまして、規制庁のほうからです確認

をして参りたいと思います。 

0:12:38 まず私のほうから確認させていただきたいんですけれども、 

0:12:43 当政策解放においてと分割の考え方っていうのは、概要としてお聞きしていま

した。その中で審査会合でも確認させていただいているんですけれども、この

分割の考え方の大きな方針としては、 

0:12:59 今回の申請は設工認について、独立に運用を決定できるものが、基本的には

入っていて、それ以外の当設工認の工事が必要な設備に関係するような運用

や、 

0:13:15 江藤鉄工 2 に密接に関わってるような運用、そういったものが 2 回目に分か

れているのではないかなというふうにこちらを理解しているんですけども、その

理解でよろしいでしょうか。 
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0:13:30 はい、日本原燃の早海でございます。はい、えっと、今のお話がありました通

り、今回反映したもので別途食事会反映するものについては今後、工事設置

をするとか、それは工認を踏まえて、設計等が固まってそれに基づいて設置を

していくものですとか、 

0:13:47 或いは今後設工認を行う中で運用等も含めてそこの整理が行われて評価等

をですね、そういったものを踏まえて整理が行われた結果として、それに基づ

いて運用等がまだ確定していく、そういったものについては次回の反映という

ことで整理をさせていただいてございます。 

0:14:08 規制庁のフジワラですと理解としてはあまり理解をしたんですけれども、やは

りここのですね、19 ページ分の 1 ページ目で少し資料 2 のところの記載がわ

かりづらいところが多くてですね、先ほどお伝えしたような 

0:14:27 設工認に密接に関わるもしくは設は設工認の工事が必要な節理等、それ自身

をが関わる運用等、またそれに伴ってパケージものとして設定したいであった

り、あとはその設工認に対してタイミングを見計らっなければならないっていう

ところがおそらく 

0:14:49 ①②③で示したい。方針だと思うんですが、1 の場合はわかりやすいんですけ

れども、 

0:14:58 2 と 3 の違いであったりとかさんが言いたいことっていうのがなかなか、今の文

章ではわかりづらいと思っていますので、その辺をもう少しですねえと読んで

すっと理解ができるような形で記載を見直していただきたいと思っています。 

0:15:16 規制庁コサクです。すいません。 

0:15:20 これあくまで補足説明の資料なので、 

0:15:24 説明がわかりにくいっていうことであればわざわざ穴をあさなくてもっていうこと

もあるんですけど。 

0:15:32 どの程度等、 

0:15:36 見直しを求めるものなんでしょうか。 

0:15:44 規制庁の藤原です。基本的には何が言いたいのかがわからないっていうのだ

けを避けたいぐらいなので、そんなに大きく書いていただくものではないと思っ

ているんですけど、今若干ですね。 

0:15:59 ③が痛いことっていうのも細かく多分かかり過ぎていて、理解がしづらいという

ところなのでもう少しわかりやすい形にしていただけたらっていうふうなぐらい

の修正を求めているというものです。 

0:16:15 規制庁コサクです。わかりましたの原燃でできる範囲やっていただいたらと思

うんですけど。 

0:16:22 逆によくわからないのは、 
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0:16:26 1 ページで①②③の完売を示していることと、 

0:16:32 その次のページでフローで書いてあることが整合しないのですね。 

0:16:38 さらに 

0:16:40 （エ）をまだいいんですけど。 

0:16:43 括弧Ｂと括弧Ｃが、 

0:16:46 一部か一部出ないかということなんですけどそもそも一部という 

0:16:52 ことで言うと何を単位としてこのフローだばしてるのかっていうことがわからなく

て、 

0:16:58 一部という括弧Ｃのもの、もう括弧Ｃですと言いながら、残りはじゃあ何なんだ

とかっていうことがわからないっていうことで結局そのどういう単位で何を考え

てるのかっていうのがわからなあ。 

0:17:15 それと、最初の 1.010203 とかっていうのとどういう関係になってるのかっていう 

0:17:22 このをまず教えていただいて、その上で資料を直すとしたらどうするかっていう

ことの見解をお聞かせいただけますか。 

0:17:38 はい、日本原燃の早海でございます。 

0:17:41 まずフローで言うところの両括弧Ｂ両括弧してですね、そこの仕分けてござい

ます。 

0:17:51 例えばですけども、表 1 の 19 分の 3 ページですね、出ていただくと内部火災

のところで、火災防護計画の策定というのはＣという形にしてございます。今回 

0:18:06 合計額のほうにつきましては、策定するという形で保安規定のほうに反映をさ

せていただいておりますけども、あそこに決めるべき内容については、一部 

0:18:17 そこ、今後、実施していく。ごめんなさい。第二段階で反映すべきものというの

が入ってありますのでそういったものが入らないということで、両括弧し、一部

その今実施する範囲内の計画として反映をしますよという形で作成をして、 

0:18:36 策定をするという形で整理をしているものでございます。どういったものが入ら

ないかというのは、その 19 分の 3 ページであれば、両括弧のコサクです。は

い、毎回ヒアリングで申し上げてますけど。 

0:18:52 お聞きしたことに端的に答えていただきたくて、 

0:18:56 内容わかっているので、審査会合もやってますし、単純に整理としてよくわか

らないという資料の不備っていうことだけなんですね。 

0:19:07 今の火災防護の話で言えば、 

0:19:10 二つ目のＤＦ②と言っているものも、火災防護計画の中であって、それは一部

できないものなので、上の火災防護計画という大枠のうちの一部が今Ｃで書い

てあるので。 

0:19:26 できるできないものがその下のものでっていう。 
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0:19:31 ことですよね。 

0:19:34 はい、名古屋の速水でございます。その通りでございます。 

0:19:37 その時に規制庁コサクです。そのときに、火災防護計画のうちと思っているの

か、内部火災への対応のうちと思っているのか。 

0:19:47 そこはどっちで 2 ページに行っているフローに流したんですか。 

0:19:59 はい。 

0:20:04 日本原燃の早海でございます。 

0:20:22 規制庁イノマタですね原燃の声が福祉途切れているようなんですけれども、は

い、すいません、ちょっと早目ございましょうかってくださいませ。 

0:20:33 火災なんですかね、火災、 

0:20:38 系統両括弧Ｃとしては火災防護計画として見た場合というふうに定義をしてご

ざいます。 

0:20:47 はい。 

0:20:54 コサクです。そうすると次に、 

0:20:58 その次のページの平常時のほうから管理っていうのは、 

0:21:04 これは、 

0:21:06 その火災防護計画っていうことと並びを取る枠として適切なものかっていうこと

を 

0:21:15 なんですけど。 

0:21:17 これで有効火災防護計画のうちのこの上の欄に書いてある事項が一部規定

できるもので、その下の水素漏えい検知器か。 

0:21:28 否定できなくて第 2 回にするものというこれが一つのまとまりだっていうこと。 

0:21:35 なんだと思うんですね、その下の火災発生時の対処の二つ並んでいるので、

そういうこと。 

0:21:41 いうこと。 

0:21:43 議会をしますけど、この塊としての考え方はどうなってるんですか。 

0:21:56 日本原燃酒井です。火砕物計画の 1 工学や火災防護計画になるんですが、

その火災防護計画に定める運用として、主にこの火災区域火災に係る運用管

理、河成対象ということで、 

0:22:14 設けておりましてその下のところその三つの項目等ですねにつきましてまたそ

の中で部分的に反映するもの、 

0:22:24 第二段階に見送るものというふうに仕分けをしているということになります。 

0:22:33 規制庁コサクですね、ちょっとよくわからなくなったんですけど。 

0:22:37 平常時の防火管理も。 

0:22:40 火災防護計画の一部ですけどって言われたんだとしたら、 
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0:22:46 4 ページの一番上のものは、 

0:22:49 3 ページの下から 2 番目に、 

0:22:51 入れてあっていいわけですよね。 

0:22:55 そこの 

0:22:57 今回の整理で提示された物の考え方がわからないということだったんですけ

ど。 

0:23:05 なんで 4 ページの一番上の欄は一つ設けられているんでしょうか。 

0:23:23 日本原燃の速水でございます。少々お待ちください。 

0:24:13 一応入れていない。 

0:24:15 単に整理されているわけなんで、一つツールお答えいただきたいと思います。 

0:24:24 日本原燃の速水でございます。はい。申し訳ございませんでした系統はい。そ

れからかさんと。 

0:24:33 火災防護計画として計画を策定する中にいろいろ項目を策定していくんですけ

ども稼ぐ計画としてはそういった項目として抜けがある。そこに入るべきものが

抜けるということで両括弧し、一部を 

0:24:51 するという形で整理してですね、4 ページのほうですね、ご指摘の通り、平常時

の防火管理という固まりで見たときに、一部できるものとそうでないものとその

防護計画の中に定めるべきものなんですけども。 

0:25:08 その中でも一部こう整理をしていくと、できるところとできないところがあるとい

う形でちょっとそういう形の整理をしてしまっているので今、こういった形のほう

になってしまって、 

0:25:21 ところでございます。 

0:25:24 規制庁コサクです。 

0:25:27 別に良い悪いっていうわけじゃなくて、フローが書かれているのでそのフロー

でどういうふうに、どの、 

0:25:35 単位でどう流したのかという事実関係を聞いただけなんですね、別にこのフロ

ーなくてもいいし、内容さえ 

0:25:43 整理されてこちらとしてはいいものなので、 

0:25:48 記載の必要性なども含めつつわかるようにしていただけたらというだけです。 

0:25:57 以上で言えば、 

0:25:59 どの部分が定めるものを、この部分は定めないものっていう対応があって、 

0:26:07 定めることについて、運用できなくなってない。1 部がないことによって運用で

きないということがないかですとか、 

0:26:17 或いは、 
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0:26:22 今でもそうですね。そういった関係で今回部分的に定めることが問題になって

逆に問題になってないかっていう関係が一番我々としては確認したいことなん

で、その点で 

0:26:38 対応関係を明示するという意味ではわかりやすいと思うので、 

0:26:44 作業としてのフローで変なふうになってなければいいというだけですから、その

点で、先ほどフジワラが言ったところの修正をする際にですね。 

0:26:56 変に余計な説明になってればそういうところは除いてもらえばいいし、 

0:27:03 考え方を説明というの考え方を整理してまとめていただければと思います。 

0:27:11 はい、日本原燃の早海でございます。ちょっと今御指摘をしているカトウ質問

票の件なのが資料上わかりにくい点っていうのがあると思いますので、その辺

もう少しわかりやすくなるような形で資料のほう修正をさせていただきたいと思

います。 

0:27:30 規制庁の藤原です。今の表 1 に関連するので、続けて、こちらからもお伝えし

たいんですけれども、この表 1 のつくりとして、 

0:27:42 項目だてで、施設間の共用というものが 9 ページにあって、 

0:27:48 ただ、一つ一つのところにもたまにですね共用の話が、例えば 4 ページなんか

は別途消火水供給設備等の供用っていったところがあったりとこっていうこの

辺って、 

0:28:02 いろいろと共用という話があるんですけれども整理ってどういう形になっていま

すでしょうか。 

0:28:12 日本原燃の速水でございます。すいません、ちょっと整理の仕方が悪くて申し

訳ないんですけどあの価格なんですかねそれぞれの火災防護であったり、そ

ういった中で出てくるものにつきましては、そちらのほうでの共用の話をちょっ

と整理をさせていただいていまして、 

0:28:31 それ以外ですねそういった項目で出てこないところの共用については、9 ペー

ジのほうで整理をしているというような形について、別途考えてございました。 

0:28:41 ちょっとそういう意味ではそこが含まれないっていうんですけど、そこの関係性

がわかるような表現の仕方をちょっとしつつ、名修正をかけさせていただきた

いと思います。 

0:28:56 規制庁のフジワラです。よろしくお願いごとに開始します。あとですねと多分こ

の表のつくりがもともとは項目を許可のときのことを念頭に置いていろいろと作

成されたのかなと思いまして、多分最初のほうはＴＰＰのことが並び最後のほ

うにＳＡのことが並んでいて、 

0:29:15 今後達の中に制御室等っていうものと制御室とかですね、そういったものがあ

ってその辺りも似たような項目立てが二つあるとかっていうところが、ＳＡＰな
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のかなと思いつつも、その辺りも表としては、気江藤綺麗に整理されていない

ような気がするので、 

0:29:34 何かしら起こりやすいように、この辺りも修正していただけたらと思います。 

0:29:42 日本原燃の速水でございます。はい。ご指摘の通りです。ちょっとあのその辺

がばかりわかるというかわかるような表現となるように修正をさせていただきた

いと思います。 

0:29:54 はい。 

0:29:55 規制庁のフジワラです。 

0:29:57 以前のヒアリングでもお伝えしたかと思うんですが、別途反映時期のところに

①②と③とかですね、そういったのが複数あってどれがどれに対応するのかっ

ていうのちょっとわかりづらいというところがあるのでその辺りもちょっと検討し

ていただけたらと思います。 

0:30:24 規制庁のフジワラです。はい。 

0:30:27 続いて、私の方からも少し鉄塔というすいません。 

0:30:33 規制庁コサクですけど、今お話のあったところの 4 ページの 

0:30:38 消火水共用する供給設備等の教養っていうのは、 

0:30:45 結局どういう扱いになるのかっていうこともあるんですけど、これは、 

0:30:51 保安規定上何を 

0:30:54 第 2 回の申請のときにはするつもりのものなんでしょうか。 

0:31:04 日本原燃の速水でございます。ちょっと規定の仕方はまだ検討中のところはあ

るんですけども、設備の供用をするのでそれに対する必要な措置というか保

安上の措置が必要であればそういったものを反映するという形で考えてござい

ます。 

0:31:23 規制庁コサクですその外って何ですか、保安規定で定めるような内容である

んですかっていう問題点も続いて、 

0:31:33 日本原燃の早海でございます。おそらく一般の施設での系統の破断ツガネみ

たいなのがあった場合に、他施設への影響を防止するための弁の閉止みたい

な話が大切。 

0:31:49 措置という形にはなると思っております。ちょっとそれを関係者に本当に記載

すべきかどうかというところについては少しすみません整理をさせていただき

たいところ。 

0:32:02 規制庁、古作です。 

0:32:06 第 2 回で、内容としてはいいとは思うので。 

0:32:10 それまでに整理いただければと思うんですけど、この設工認のほうでも許可制

法での整理をして本文事項として何を定めるべきか。 
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0:32:24 いうようなことを検討されていて、その中で運用事項かどうかっていうこともあ

りてその運用については保安規定でっていうようなことを設工認で整理してい

くことになると思ってますんで、それとの対応関係で、保安規定のほうがはどう

定めているかというのを、 

0:32:43 一体として整理して行かれないと整合がとれないかなと思っているんですけ

ど。 

0:32:50 この後許可整合については話が 

0:32:53 されるかと思うんですけど。 

0:32:57 今回の断面で第 2 回について道路抵当の整理で話をしていけばいいかって

いうのは何かお考えがありますか。 

0:33:13 日本原燃の早海でございます。 

0:33:21 すみません、第二段階で反映すべきものについては不 

0:33:26 現時点で事業許可の内容から 

0:33:31 それと今よろしいですか工認等の関係から見返りて申請するということで整理

をさせていただいているような程度であとはまああのえっとおっしゃられたよう

に今後設工認の中で具体的な措置を 

0:33:46 運用の方針てきたところも企画側の整理をされていくことになると思いますの

で、そういったものを踏まえて反映していくということで考えております。ちょっと

今指定と具体的な条文っていうか、そこまではまだ分配段階のものについて

は、 

0:34:06 2 月改定と確定をしているところでは、現時点ではまだ検討中のところです。 

0:34:13 。 

0:34:17 規制庁コサクです。そういった点も新基準て機構の変更っていう意味では精査

をしていかないと最終的な認可にならなくて、 

0:34:30 それを踏まえて、 

0:34:32 運転をしていただくっていうことになるんですけど、それは第 2 回で、 

0:34:39 第 1 回分も含めてですね、全体として、最終的な運転に向けての保安規定と

いったところで議論できればいいかと思っているんですけど、まずそれを前提

に 

0:34:55 現状でやったらいいと思うものを定めますという位置付けと思ってよろしいです

か。 

0:35:04 はい、結論日本原燃の速水でございました。ご指摘の通り最終的には閉等、

今後の設工認等を踏まえて全体を整理をして振興といいますか、運転を再開

するにあたっての規定という形で整理をさせていただきます。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:35:21 今の段階では現時点でまず可能なものを関与して実施をしていくというところ

でございますので、今回定めた条文につきましても、今後のチェックポイントの

許認可を踏まえて、 

0:35:36 改めて別途必要なところは、第二段階の方で見直していくということで考えて

ございます。 

0:35:43 規制庁コサクです。わかりました。それであればこの資料の見直しの際にはで

すね、最初の部分で、その旨も書いておいていただけると、今回の申請の位

置付け下の審査のレベル感ということが、 

0:35:59 明確になるかと思いますのでご検討お願いします。 

0:36:07 ございます。はい、承知いたしました。 

0:36:10 はい。 

0:36:13 規制庁の藤原です。 

0:36:15 表 1 に関し、表 1 表に関しましては、いろいろと検討いただいて修正していた

だくところかと思うんですけれども、少し細かいですが、 

0:36:29 ＳＥのところで、技術的能力のところなんかですと、Ｄ－1 っていうふうになって

いるんですが、これも別途整理の仕方で、 

0:36:41 工夫していった整理されていくんだと思いますが、実際、技術的能力自身には

工事はないと思うので、Ｄ－1 というよりは、工事を受けてっていう形になると、

工事に関係するっていう形で皆利差なりというような形になっていくのかなとい

うところとあと、 

0:36:59 他の設備での手順、 

0:37:01 との関係性なんかも別途きちんと検討がわかるように整理をしていただきたい

と思っています。 

0:37:11 はい、日本原燃の速水でございます。この記載についてはちょっと見直しさせ

ていただきたいと考えております。 

0:37:23 規制庁の補助ハラダです。 

0:37:25 あとですねとか、竜巻対策のときの車両の固縛等っていうのを、設工認とこで

実施の工事をされるものではないんでしょうか。 

0:37:37 はい。日本原燃の速水でございます。車両の固縛等につきましては、細かくの

扱い出納整理は今後施設工認の段階で進められていくところがあると考えて

ございます。少なくと基本方針の 

0:37:54 に基づいてどういったところで結構そういったところの整理もあると思いますの

で、固縛、それからの退避も含めてちょっと全体として設工認での整理を受け

て、系統、 
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0:38:10 あと、施工 2 でのそういった確認等も踏まえて整理がされていくところはあると

いうふうに認識してございます。 

0:38:19 規制庁のフジワラですけども、ちょっと先ほども議論にありましたが、ここの製

品に関しては、どういった項目があって、ちょっと 2 回目の中でもどういった振

り分けにするどういった考え方で分けているのかっていったところは、全体的

に修正を検討をお願いしたいと思っています。 

0:38:42 はい、矢部の速水でございますので、そこの整理がちょっと整理をして改めて

資料のほうで提示をさせていただきたいと思います。 

0:38:53 規制庁コサクです。繰り返しになりますけど、この分類 1 対応を我々が気にし

ているわけではなくて、書かれていると。 

0:39:03 違いが出てきてるものがわからなくなるっていうことでお聞きしていると思ってく

ださい。 

0:39:10 いずれにしても最初先ほどお話ししたように、第 2 回の際に許可整合なりを一

式ロッカー 

0:39:19 設工認との関係も含めて、全体として体系立てて整理されているかという確認

をさせていただくということなので、 

0:39:28 今回定められるものが、 

0:39:33 よかれと思いつつ、悪さをしてないかという関係で問題ないことがチェックでき

る、情報提示なってればと思います。よろしくお願いします。 

0:39:45 はい、日本原燃の速水でございます。ちょっと資料の方、そういう形で修正さ

せていただきます。③も先ほど申しましたようにちょっと施行年度の関係が全く

ないわけでもないというところもありますので、そういった形でどういう形での資

料のページが適切かというところも含めて、 

0:40:03 整理をさせていただきたいと思います。 

0:40:10 規制庁のフジワラですとこの資料に関してその他規制庁から確認事項ありま

すでしょうか。 

0:40:19 規制庁イノマタですとちょっと意見だけ確認させていただきたいんですけれど

も、この資料の 1 ページ目にある、なお書きの部分の一番下のなお書きの部

分なんですけれども、 

0:40:30 再処理施設等その廃棄物管理施設の共用の話が書いてあるんですけれど

も、これは今回の新基準鍵を、の保安規定蒲田ＢＩＴＳ口でやると。 

0:40:48 いうことをおっしゃりＴというそういう理解でよろしい。 

0:40:53 ですか。 

0:40:58 日本原燃の速水でございます。すいません。そうですね。 

0:41:04 なお書きの記載につきましては 
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0:41:07 えっとですね。 

0:41:09 廃棄物管理施設との協議を再処理施設の治療こう廃棄物管理施設の共用と

いう形で来すいませんちょっとここに書くのがいいのかわからないんですけど、

今後そういった形での変更の方を検討させていただくということで、 

0:41:26 考えておりましてその際は、再処理施設の一部ですね。ええと共用する部分

についての運用を始めるところについては、そこは新規制基準への適合につ

いても確認をして、 

0:41:44 各適合した状態を問うておく必要があると考えておりまして、そういった形でち

ょっと 

0:41:52 適合のバツか根抵当させるタイミングがジャパンのそういった形で分かれると

いう。 

0:42:00 次で長きのほうを記載をさせていただいております。 

0:42:08 ゲイ規制庁イノマタです。ちょっといまいちよくわからなかったんですが、 

0:42:14 要は新基準の対応、第二段階目の浸水でその供用前今検討されているその

供用の大幅なＣの部分が間に合えばそれに乗るＣ間に合わなければ遊び乗

らない管理それだけ聞くことですか。 

0:42:39 日本原燃の速水でございます。どちらかというと 

0:42:45 今日 4 保守 

0:42:48 それを施設ですね、共用のは、 

0:42:53 変更して共用させる施設については、その部分について、新規制基準への適

合させた状態の確認をしておく必要があると考えてございまして、間に合うとい

うか日それに合わせて必要なところについては、先に適合させるっていうんで

すかね。 

0:43:14 させた状態とする必要があると認識をしておりますのでそういった形でちょっと

若干適合のタイミングが分割をした形になりますと、いうふうに認識をしており

ます。 

0:43:30 規制庁飯沼です。何となくわかりました。はい。19 年からまだわかりました、了

解しました。はい。以上です。 

0:43:47 規制庁の梶原です。他に規制庁から何か確認事項ありますでしょうか。 

0:43:57 規制庁のフジワラです。ないようでしたら、えっと次の資料 3 に移っていきたい

と思います。資料 3 のほうの説明を原燃からお願いします。 

0:44:08 規制庁、古作です。ちょっと説明でお願いなんですけど、資料提示は前にされ

てますので、細かな説明をするのではなくて、それを補足するような、なぜこう

いうことを書いてきたのかですとか、説明の趣旨みたいなものを 

0:44:25 明確にお話を端的にしていただければと思います。よろしくお願いします。 
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0:44:32 はい、日本原燃の早海でございます。それでは資料 3 ですね 2 月 18 日に提

出をさせていただきました資料 3、再処理施設及び廃棄物管理施設の保安規

定の整合性についてということで説明をさせていただきたいと思います。 

0:44:48 本資料は先に審査会合でもありました通り、再処理施設廃棄物管理施設の保

安規定を今回同時に申請をさせていただいておりますけども、その中で、条文

を規定するに当たって 

0:45:04 運用を考えてどういったところで整合させたかというところを整理をさせていた

だいたものでございます。2 ポツのほうに規定の整合性という形で記載してご

ざいます。 

0:45:15 ポイントになるのは一番最後の段落で再処理施設廃棄物管理施設の双方の

保安規定に窓口の項目を反映するものについては、内部火災や火山影響

等、同一の活動する場合には、利用者への当基底内装がそう生じないように

すると。 

0:45:33 それと同一に規定する項目についても、保安規定に基づき規定策定する品質

マネジメント文書ですとか、体性別途そういった運用面での確実性を考慮して

と保安規定の規定のほうをできるだけそろえるというような形でさ。 

0:45:50 経営聞けないのよのほうを整理をしてございます。 

0:45:54 16 年 2 ページの表 1 に今回両者で整合を図って指定をした文章の 1 条文底

項目の一覧となってございます。 

0:46:08 表 2 にそれぞれ具体的にどのような条文でと整合を図っているかというところ

の条文ごとに整理をしたものになってございます。 

0:46:20 率直なところにつきましては、右側の整合性等に書いてありますように、基本

的にそれぞれ活動、今回の火災防護、それから、その他の支援災害等の経

営、 

0:46:37 について計画を策定する保障が明確になるようにもそういったものを追加をし

てございます。 

0:46:45 一番の活動内容に下がるのは経営と溢水等々、それから、 

0:46:51 ですね、そういったものについては次の系統長。 

0:46:57 経営等、そういった活動のツガネとこ策定する項目の差によるものとなってご

ざいます。 

0:47:08 それから、 

0:47:13 まして、 

0:47:15 中、 

0:47:17 16 分の 5 ページ目になります。と火山影響等発生時の体制の整備と言う形で 

0:47:27 基本的に同じような形で条文の形になるような整理をしてございます。 
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0:47:32 下がるのは、六甲にあるように、 

0:47:38 それぞれｋＡ 

0:47:43 あと、すみません、従来の影響を及ぼす可能性があると判断した場合に実施

する個人措置の内容につきましては、それぞれ施設別に内容が異なるという

形で来てる人がございます。 

0:47:55 20 その下の 29 条の表上のオンサイトその他自然災害等の発生の体制整備

等も同じようになってございます。 

0:48:07 それから 16 分の 6 ページ 

0:48:14 何らかですねえと線量当量等の測定のところでございます。 

0:48:19 最初には、三坑、それから廃棄物管理施設に 5 項、こちらを同様に追加しても

らうんなっておりますから、廃棄物管理施設の動向については経営し、右側に

ありますように、 

0:48:34 えっと、廃棄物管理の事業許可 

0:48:37 との整合を図ってこの項目については、廃棄物管理施設の方だけ追加をした

という形になってございます。 

0:48:45 はい。 

0:48:47 はい。 

0:48:47 その下の経営部通信連絡手順等の整備でございますが、こちらも抵当同様な

形で反映しておりますが、ちょっとすいません。 

0:48:59 ちょっと行き渡ってるんですけど 16 分の 7 ページのほうの一番上に書いてあ

ります通り、ちょっとなお書きのほうで記載をさしていただいております。この廃

棄物管理施設のほうの規定としてちょっとデータの伝送に係る異常時の対応

ということでデータベースのほうを記載をしてございましたらば、 

0:49:17 すいませんちょっと整理をしたところ、本応急あの最初の事業許可には、 

0:49:24 ない廃棄物管理施設の事業許可にはないということでちょっと記載のほうが不

適切となってございますのでこちらについては、修正ですが、後程こそ用紙を

させていただきたいというふうに考えてございます。 

0:49:41 それから、 

0:49:42 安全避難通路、検層手法安全避難通路についても同様に規定をしてございま

す。一部照明の種類等に違いがございますけれども、許可との整合ではかっ

て再が出ているものになってございます。 

0:49:57 本的にはそういう形で許可書の差があるものについては、同じく系統を半径の

ほうにも反映をしてございます。 

0:50:12 この 

0:50:16 ちょっと 96 分の 15 ページになります。 
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0:50:29 こちらも 

0:50:37 主盤経営と火山影響発生時の対応で小包ません続いておりますけども、廃棄

物管理施設の 3 ポツ 6 のほうの経営等の記載では正しいということは判断基

準の記載の仕方。 

0:50:54 ですね、とかが影響発生時におけるガラス固化体のきりの掲出を判断基準が

6 ヶ所の降灰予報た量が発生すると発表された場合というふうに記載してござ

います。この書き方がですねちょっと最終施設と書き方が異なっているというこ

とですね、ちょっとそこもすみません、記載の適正化という形で修正をさせてい

ただければと思っております。 

0:51:21 あと、 

0:51:22 非常に基本的にｋＡと再処理施設廃棄物管理施設で同じ形で所改造の期待と

いう中の要求額とある部分ですと開発施設こういう例を実施する内容が異なる

部分については、 

0:51:40 今回違う。そういった形で両者整合を図るような規定の仕方をしてございま

す。 

0:51:48 説明は以上です。 

0:51:53 規制庁のフジワラです。それではこの資料、資料 3 について規制庁からの確

認をさせていただきたいと思います。 

0:52:03 まず私のほうから 1 点、 

0:52:06 資料のちょっとつくりに関してなんですが、表 2 に再処理等廃棄物管理を並べ

ていただいて、整合性等を右に書かれていると、施工性等が書かれているの

である程度わかるんですが、今、この表の 2 で記載されているところの 

0:52:24 赤字だったりアンダーラインっていうのが変更なった部分交付されていて変更

なった部分はもちろん大事ですのでわかるようにはしていただきたいというとこ

ろもありつつも、このＣＩＦ自身は最処理等廃棄物管理の 

0:52:41 整合性なので、むしろそれをですねもう少しわかりやすく表示をしていただけた

ら元も理解をしやすいのかなというふうに思っています。ですので 

0:52:52 経営文字の色であたり 8 月であったりといった、どこにこの施設。 

0:52:58 ネット再処理と廃棄物管理での差分があるのかというのが示されれば、ただ単

に施設の名前だけなんだとか、もともと中にある措置が違うんだとかというの

も、はっきりとわかりやすいと思いますのでその辺り、検討いただけますでしょ

うか。 

0:53:18 はい、榎並でございます。はい、ちょっと資料のほうが新設でございました、ど

この部分ですね、良質て差異がある部分かというのが明確になるような形で

資料のほう修正をさせていただきたいと考えております。 
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0:53:34 規制庁のフジワラです。当方なんですが、今回廃棄物管理の方で 

0:53:42 防災管理部長とかですねそういったところが追加されているという認識なんで

すけれども、この取りは再処理施設についての記載というものはもともとあっ

てそれと整合を図っているというふうな理解でよろしいですか。 

0:53:57 日本原燃の速水でございます。はい、ちょっと資料上明確でなくて申し訳ござ

いません。法制管理部長以下防災業務課長施設課長につきましては、もとも

と最終施設の方では関する 

0:54:12 組織の中に債とりまして職務統合規定をされておりました。今回それに合わせ

る形で、廃棄物管理施設のほうに追加をしたというものでございます。 

0:54:25 規制庁の藤原です。ではそこでもですね比較できるような形でこの表にも体裁

を整えていただけたらと思います。 

0:54:41 規制庁のフジワラです。それ以外にこの日資料 3 について何か規制庁から確

認事項ありますでしょうか。 

0:54:51 規制庁コサクです。今お話のあった職務のところは、 

0:54:57 防災業務課長 2 人の業務内容違いというところもあるんですけどそれは事業

の違いによって要求される範囲が違うからという理解でいい松戸よろしいです

よね。 

0:55:16 はい。日本原燃の速水でございます。はい。その通りです。ちょっと最終施設

があれば、これ電源供給機能等喪失時の体制の整備という活動がございます

ので、抵当そういった部分についても、 

0:55:32 作業業務課長の方の職務として規定をしている。その辺が差異となってござい

ます。 

0:55:41 規制庁コサクです。わかりました。その辺りも対応関係見えるように来ていた

だいたらいいのかなと思ってます。 

0:55:50 ですね。 

0:55:54 それ以降はタイプ、同じように定められているかと思うんですけど。 

0:56:01 この辺りの規定状況もまずは再処理事業部 

0:56:07 として、再処理事業等を 

0:56:11 廃棄物管理事業を実施されるということもあって、本整合図ってるということで

はあるんですけど。 

0:56:19 日本原燃、 

0:56:22 6 ヶ所という意味で言うと、濃縮地域医療のほうも、隣の事業所でやられてい

て、そちらとの関係っていうのは何かお考えになってますか。 
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0:56:38 系統日本原燃速水でございます。今回規定を策定するにあたっては、当先に

濃縮事業部、当ら濃縮工場の方はですね、新規性基準適合に係る保安規定

のほう、 

0:56:52 そちらも部分的でありますけども申請をしてますので、そういったなお参考にし

ながらそろえ 

0:57:03 いや、決して今回規定のほうを整理は進めさせていただいております。 

0:57:09 規制庁国策です。わかりました。 

0:57:13 直接の実施者はそういうはあるが相違というか、それぞれではあるんですよ。

全体として、特に異常時の対応とすると全社の体制の中で、我々のＥＲＣに対

応する方も、 

0:57:32 全体まとめてということもあるので、 

0:57:35 そういったところで横の繋がり、連携して対応できるようにということは、 

0:57:41 今後も整理を進めていただければと思っています。すいません。 

0:57:51 今日説明あったところでちょっとよくわからなかった場合、 

0:57:56 線量測定のところです。 

0:58:02 そこで 

0:58:05 変更点だけ説明されたんですけど、従前のものから、 

0:58:10 並びがとれてない状況があって、 

0:58:13 再処理のほうが多い場合は、何となく理解しやすいんですけど、逆に、 

0:58:19 廃棄物管理の方が条文が増えているんですけど、そちらのほうは再処理側で

はどう扱われているのかって御説明いただいていますか。 

0:58:38 返戻の範囲でございます。 

0:58:48 ご指摘あったのは 16 分の 6 ページの廃棄物管理施設というところの六甲のと

ころだと思います。 

0:58:58 こちらは、 

0:59:02 すみませんちょっと現時点では廃棄物管理施設側での対応という形で最終日

のほうは 

0:59:10 整理ができていない状況でございます。 

0:59:16 規制庁コサクです。 

0:59:19 でしたらその点も最初にフジワラからして 

0:59:24 コメントをしたようにですね、対応関係、今回の変更点に限らず、対応関係が

説明できるような資料として作る際ですね、わかるようにしていただければと思

います。内容としては周辺監視区域の線量と。 

0:59:40 いうようなことで、これは三条改選時とかでも少し 

0:59:44 話題になった部分だと思いますので、その点で、 
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0:59:49 わかるようにしていただいて、その際にもう管理のほうの第 6 項で規定されて

ます。 

0:59:57 再処理ではどうするのかというようなことは説明いただければと思います。よろ

しくお願いします。 

1:00:05 ほんで悩みがございます。承知いたしました。 

1:00:12 規制庁の補助ハラダです。へえそれ以外に規制庁から何か確認事項ございま

すでしょうか。 

1:00:24 規制庁の藤村です。ないようですので、次に資料 4 に移りたいと思います。 

1:00:30 資料 4 の説明を元にお願いします。 

1:00:39 原燃の高橋でございます白色について御説明させていただきます。 

1:00:44 本資料は再処理施設保安規定第 29 条の 2－2 から 29 条の 6 で規定してお

ります使用済み燃料の再処理の停止プラス効果の停止、せん断の停止が用

語について、その考えを整理し説明する資料でございます。 

1:01:04 ここで 1 月 29 日の申請時に指摘されたことを振り返りますと、 

1:01:10 第 29 条の 2－2、29 条の 3、29 条のほうに 19 条の 6 では再処理施設及びガ

ラス固化の停止をするための規定している。 

1:01:23 第 29 条の 4 ではせん断処理を停止してそれ以降の工程はそれを継続する旨

を切って規定していますが、ここでいう再処理の停止がどの工程の停止をしま

すの各明確であるので。 

1:01:39 保安規程上どのような整理をしているのか説明することということでありまし

た。 

1:01:45 これについて御説明いたしますと、本規程において再処理、使用済み燃料の

再処理という用語がこれまでも第 3 条の 2 節等で使用しておりまして、これは

原子炉等規制法の第 2 条。 

1:02:03 第 10 項の規定を踏まえて、せん断から始まりましてウラン酸化物粉末ウラン

プルトニウム混合酸化物粉末を製造するまでの一連の処理を指し示している

ものとして使用しております。 

1:02:20 これの定義については、第 32 条別表 9 の注釈に規定しておりまして、再処理

と使用済み燃料からウラン及びプルトニウムを分離して管理するために使用

済み燃料を処理することと規定しております。 

1:02:38 29 条の 2－2 棟でシヨウ減免秒停止という要望については、今御説明しました

再処理と同じ班を提出することを示しておりまして、 

1:02:54 その範囲は明確となっておるいると考えております。 

1:02:59 2 ページ目は、それの考えを整理した表を示しております。 
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1:03:06 上の上段のほうでは 29 条の 2、29 条の 3、29 条の 5、29 条、6 で規定してお

ります。再処理施設を再処理は備考レベル排液の停止について、 

1:03:22 記載しておりましてその考え方を右に記載しております。 

1:03:27 考え方といたしまして、想定外の事象により安全機能を喪失時の影響緩和す

るため機能は喪失した場合の影響が大きい使用済み燃料は再処理及び高レ

ベル廃液中降下定置するという、その考えのもと、 

1:03:43 再処理及び高レベル廃液の他の停止をするという考えになっております。 

1:03:51 一方で 29 条の 4 の火山活動のモニタリング等に関しましては、 

1:03:57 せん断工程は停止する、その後の工程は処理して粉末状が統括交換して重

畳するという大変ありますが、この考え方、 

1:04:08 につきましては、大規模な噴火による影響か施設に及ぶ可能性を想定し、溶

液状の使用済み燃料等を冷やすため新たな領域を、 

1:04:19 製造するせん断処理停止して溶液状の使用済み燃料等お答えする答えとす

るための修繕の妨げに分離。 

1:04:30 精製多少における再処理及び高レベル廃液のガラス固化処理施設を実施す

るという考えのもと、使い分けというか、記載を変えているという整理になりま

す点を、以上でございます。 

1:04:45 はい。 

1:04:49 規制庁のフジワラです。それでは、資料 4 につきまして、規制庁のほうから確

認とさせていただきたいと思います。 

1:04:57 まず私のほうから確認させていただきたいんですけれども、今回資料 4 で、こ

の絵と処理を示す用語の説明がされているということで、実際後、 

1:05:11 再処理っていうものの 

1:05:14 どう定義してるかっていうところは、第 30 人承継供給の注釈 

1:05:19 に書かれていて、そこを加えては、特に定義されてないという理解でいいです

かね。 

1:05:30 日本原燃の伴でございます。はい。最初に行政系提供しているの別表危険の

抵当注釈で記載をしているというものに先にやっております。 

1:05:43 規制庁のフジワラです。再処理の定義というのがもちろん炉規法等に書かれ

ているものを踏まえているということを理解しているんですけども、このＰＣＴを

別途この注釈の部分の文章で十分だと思っていて、あと、その 32 条の別表 9

まで、 

1:06:02 特にこの中でいいというふうに今は検討されているということですか。 

1:06:16 すいません、日本原燃の速水でございます。すいませんちょっと質問の趣旨が

わからないので、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

1:06:23 もうちょっとお願いできますでしょうか。規制庁コサクです。 

1:06:29 えーとですね、今議論しているのは、保安規定の第 29 条のリード文という 

1:06:37 準備場所ですので、今言われた別表は第 30 分になってます。 

1:06:44 さらに伝票です。 

1:06:46 いうことで、3 の注釈なり何なり定義をするんだったら一番最初に出たところで

規定するっていうのが当たり前のことだと思うんですけど、そこでなぜ別表にな

ってるんでしょうかと。 

1:06:58 いうことじゃないかと思うんですけど。 

1:07:01 さらに言うと、今回規定された資料で書かれたところで明確になったと思うんで

すけど。 

1:07:10 規則で定めた規則上の一環法律での定義と、 

1:07:16 この別表で書かれている注釈の記載内容が違っているとかですね、そういっ

たこともあって、 

1:07:24 まずはなんで。 

1:07:26 これまでこの別表のところに、こういう記載で書かれていたのかという説明と今

回変更するに当たって再処理の定義の場所がどう考えるかっていう 2．で説明

いただけますか。 

1:07:52 日本原燃の速水でございます。 

1:07:56 まず別表 9 のほうに知見していただく執行については、 

1:08:04 はい。 

1:08:07 基本的にのさ再処理といった 8 ところで再処理というのがどこまでを指すかっ

ていうのが明確ではないということで、そこがわかるようになるようにということ

で、注釈を 

1:08:24 これまで復旧をしていたものになります。 

1:08:28 きっと。 

1:08:31 すみません、今回変更するにあたってそこの見直しですから記載位置につき

ましては、ちょっと初出しっていうんですかね最初に出てくるところに経営層、

そういったステージと記載すべきということに対してちょっと我々のほうで検討

が不足しておりましたので、 

1:08:49 そこは記載値のほうの系統見直すと、補正のほうで対応させていただきたいと

思います。 

1:09:00 規制庁不足です説明が 1 点足りなくて、 

1:09:03 再処理の定義の 
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1:09:05 仕方が違っているんですけど、それはなぜ違っているんでしょうか。別表 9 で

記載しなきゃいけないこと等ほかで記載しなきゃいけない事っていうところに違

いはありますかありませんか。 

1:09:28 日本原燃の速水でございます。決定を復旧で記載すべきものって記載すべき

こととして再処理という定義については、同じ網になるというふうに考えてござ

います。 

1:09:45 規制庁価格です。そうだとすると、法律で定めたことと規定していることが違う

のはなぜですか。 

1:10:05 すいません日本原電の速水です。少々お待ちください。 

1:10:46 。 

1:10:47 右上のコストでございます。別表 9 の地域につきましてはこちらのインターロッ

ク等の基本延べ 900 動作不能の後追いに再処理を停止するといったものもあ

りまして、その場で後の再処理等ということで、 

1:11:03 注釈を修飾としてんで設備、設備ごとにそのインターロックが対応する関係設

備を停止するということで、 

1:11:11 その内容をもう設備ごとに再処理を停止するという一環で注記を振っておりま

す。 

1:11:18 原子炉等規制法とも何かちょっと違いはございますけれども基本的な内容の

趣旨を同じものかと考えております。以上です。 

1:11:30 規制庁コサクです。 

1:11:34 いうようなものとかですね。 

1:11:39 有料個室にというようなところを実際に最初 6 ヶ所再処理で抽出するものとい

うことを具体化をして明確にしていたということと理解をします。 

1:11:54 というところで表現ぶりは違うけど。 

1:11:59 6 ヶ所再処理で明確になるように具体化したというふうに御説明いただいた

ら、理解ができるんですけど。 

1:12:07 その上で、今ご説明のあった別表 9 の趣旨からすると、今回定めるものと内

容は一緒なので、その点で的確な 

1:12:19 定期になる場所ということを考えていただいたらと思いますんで、大元でいう

と、高齢お話ししたヒアリングの場で問題意識としてはせん断が入るか入らな

いかと。 

1:12:36 いうことだったんですけど、処理という使用済み燃料を処理という表現の中に

当然せん断が入るものであってと。 

1:12:45 いうことで、 

1:12:46 理解を 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

1:12:48 知ったのですけど。 

1:12:51 保安規定の木 

1:12:53 記載ぶりからするとそれで理解はできるのですが、今回日報っつうの。 

1:13:00 2 行目 3 行目の記載で言うと、逆に入らないかのように見えてしまうんです

ね。 

1:13:07 再処理の停止とせん断の停止が並んでいるので、 

1:13:10 これだとちょっと説明がおかしくなるような気がするんですけど、これはどういう

趣旨で並べられたのか。 

1:13:19 その辺りをですね、誤解しないように資料をまとめていただきたいんですけど、

いかがでしょうか。 

1:13:27 はい、日本原燃の速水でございます。はい。ちょっとあの、記載の仕方が何で

すかね 

1:13:34 経営等、直接ではなかったかと思います。今回 29 条の追加したスプレイ上部

に 19 条の 2 等の追加した条文の中で使用済み燃料の再処理施設とかせん

断の停止ということでそういった形で、 

1:13:52 整理をして記載をしてございましたのでその辺の位置付けですねがわかるよう

にという形で生体当資料の作成をしてたんですけどもちょっと最初に施設の停

止の部分だけ増えたような形になっていることもあるので、 

1:14:09 ちょっとその辺のよろしいですかね。もっともう少し正確にわかるような記載の

ほうに見合うさせていただきたいと思います。 

1:14:19 規制庁、古作です。よろしくお願いします。その点で言うとですね、工程として

せん断がありよう、凝灰分離精製があってという一連の流れを書いていただい

て、再処理の停止というところの範囲を止めるものです。 

1:14:37 いうことで、29 条の 4 でいってるのは、上流を止めて下を促した上で、 

1:14:45 処理していくものは最終的に停止させるものですということっていうのはもう少

し 

1:14:55 ぱっと見でわかるように整理をしていただいて、それぞれの規定の趣旨という

ことがわかるようになればいいかと思います。その上で、再処理の定義はこう

いうふうにしました。 

1:15:07 いうことでまとめていただいたらと思います。よろしくお願いします。 

1:15:11 あともう 1 点すみません、表のですね。 

1:15:16 29 条の 2－2 等の規定の中でですね。 

1:15:23 再処理及びガラス固化停止等になってるんですけど。 

1:15:30 細かい話ですけど。 

1:15:34 などと書くときには、及びというのをつけないのが普通なんですけど。 
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1:15:40 これはあえてつけて、 

1:15:44 処理の 

1:15:47 やっぱ違うか。 

1:15:49 あえてつけて処理及び停止という一つのワークになってるっていうことなってし

まうか何か意図はありますかそれとも意図なくただ書いてしまったんでしょう

か。 

1:16:01 値上げの配備でございます。はい、おっしゃる通り等々ちょっと今の記載が等

等々、及びの関係が明確でないところがあります。ここに書いて破砕処理課と

それから高レベル廃液ガラス固化停止というところまで、 

1:16:17 ですので及び最初に投稿レベル廃液のガラス固化っていうつないで、それに

関する停止とで、その他の耐策定処置があればということで等々という形で並

べているということですけども、ちょっとその辺が、 

1:16:34 記載の仕方からしてわかりにくいので、そこは都市条文ですね、 

1:16:41 先ほどのあのｓｔａｇｅの基幹系統も含めてねとし、上部のほう修正をさせていた

だきたいと思います。 

1:16:54 規制庁コサクです。 

1:16:56 わかりました再処理等ガラス固化が並ぶよう方法で、 

1:17:01 その二つを停止するという大枠一つの措置を書いているっていう 

1:17:07 構造って書かれているということであれば、この規定の仕方は理解できますん

で、念のため確認ですけどこの等は何かと言うと、 

1:17:21 必要な措置にかかってて、それ以外にも細々もあるかもしれないんでってい

う。その時に応じたものを、その時検討して対応しますという意味でよろしいで

すか。 

1:17:35 産経の速水でございます。相当溶剤ますその時に応じて必要なものを検討し

てやるということで等を記載してございます。 

1:17:45 規制庁コサクですわかりました。 

1:17:51 規制庁のフジワラです。 

1:17:53 それ以外については、別途行って細かいですがここにさせていただきたいんで

すけれども、 

1:18:01 表にもありましたが、えっと溢水評価こっ火災の発生者のときには、使用済燃

料の再処理及び高レベル廃液ガラス固化の提出と、いうふうに書いてあって、

こちらに関しては、盗取済み燃料の受け入れ停止しないっていう理解でいいん

でしょうか。 

1:18:30 日本原燃の速水でございます。 

1:18:38 。 
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1:18:39 化学薬品のそうですね、ちょっと明記はしてございませんけれども必要な場合

には停止をするということで今のところは必要な措置の中で検討して必要な場

合の中に含まれるものとして、 

1:18:56 等の範囲のものとして考えてございました。 

1:19:01 規制庁の梶原です。わかりました。等のところに振る舞う含まれるということを

理解をしました。 

1:19:11 それ以外に規制庁ころで何か確認事項ありますでしょうか。 

1:19:22 規制庁イノマタです。今のお話に関連しまして、経理の停止に関しては、例え

ばその火山のところで、火山の人思います事業変更許可し新生児の 

1:19:39 火山のところで、受け入れ停止っていうのは確か明確に書かれていたかと思う

んで、それ以外のところというのはちょっと明確に書かれていたかっていうの

は、すみませんちょっとあまり確認できてないんですが、 

1:19:55 そことの関係性も踏まえ踏まえてですね、時間の許可との整合性の関係性を

説明いただくので、その辺も含めてですね、御説明いただければというふうに

思っています。以上です。 

1:20:11 はい、日本原燃の速水でございます。はい。ご指摘た通り前許可等を踏まえ

て、今回保安規定のほうに反映しているところでございますのでそちらとの関

係も踏まえた整理をさせていただきたいと思います。 

1:20:30 規制庁の藤原です。それ以外に何か規制庁から確認事項ありますでしょう

か。 

1:20:36 規制庁コサクです。今ので思い出したんですけど。 

1:20:40 今の資料だと 29 条の 4 で、火山活動のモニタリング等で第 29 条のほうで火

山影響等、 

1:20:51 いうことで条文を分けて規定をされていると。 

1:20:55 いうことなんですけど。 

1:20:59 それとの関係系になるかなと思ったの前の資料のですね。 

1:21:11 職務かどこかの規定で、 

1:21:15 再処理と管理で記載の仕方は違うかなと思ったところが、 

1:21:21 あったんですけど。 

1:21:30 ちょっとそのページが開けなくて申し訳ないんですが、 

1:21:37 あれですね、3 ページの 

1:21:40 委員会の審議事項 

1:21:46 のところ、 

1:21:49 なんですけどこの辺りの対応関係を説明いただけますか。 

1:22:02 日本原燃の速水でございます。 
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1:22:08 はい。 

1:22:10 はい。 

1:22:13 審議事項等への成果につきましては今回等火山活動、火災とか、それから溢

水火山影響その他支援災害が火山モニタリングという形で、それで計画を策

定をして越流基づいて活動を行うにあたっての計画のほうの審議を 

1:22:33 土地をしてございまして、追加すると。 

1:22:38 項目っていうの審議対象として追加する項目につきましては、それぞれ会議し

たものを 

1:22:48 が入るような形で規定をしてございます。ちょっとあの順番点ですかね。愛郷

ずっと再処理で 

1:23:01 ちょっと順番が逆になっているところはございますけども、そうですね。あとあ

の溢水とか化学薬品については、再処理施設のみの容器ですので、そういっ

た部分での計画は記載がありますけども、基本的には同じ項目となるように、 

1:23:19 計画のほう経過をしてございます。 

1:23:23 。 

1:23:24 規制庁コサクです。 

1:23:28 確かに順番が違うだけっていうことだとは思うんですけど、その順番の考え方

はどうなってるかっていうのが先ほどの上部に 

1:23:38 番号との関係とかもあるのかなと思ったんですが、それ順番という意味では、

ガラス固化に受け入れ計画というのが 4 番に入ってますけど、再処理の場合

は①②計画はκ③で、 

1:23:54 三つの計画が 

1:23:58 特に丸運にですかね、対応するものということになってるんですけど、その辺り

は等々を考えてまとめられているんでしょうか。 

1:24:09 はい、日本原燃の速水でございます。こちら計画の審議対象としての計画に

つきましては条文ですね、の番号というか条文でとして出てくる順番に応じて

整理をさせていただいてございます。 

1:24:25 05 ですね再処理の⑤については溢水がですね火山モニタリング先に入ってま

すので、その計画が⑤できておりまして課題影響等については、同じ計画にな

るので、条文的には、 

1:24:42 ヒアリング後にはなるんですけども、計画としては先に来る形になってございま

す。 

1:25:00 規制庁、古作です。説明終わりですか、達成ませんはいはいかが出てくる順

番の通りに整理をさせていただいたものとなってます。 
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1:25:11 規制庁コサクです。終わり内容なので、回答いただけなかったところを再度質

問しますけど。 

1:25:19 今の点で言えば管理のほうはモニタリングがあって火山影響なのでっていうの

で②③になっていると。 

1:25:28 いうことだと理解をしましたので、そのあとの④のガラス固化体の受け入れ計

画というのが、 

1:25:36 どの規定されているものに対応するのかということにあわせて再処理の項の

再処理施設の使用計画がどの条文に対応するのかっていうのを進めていくわ

けです。 

1:25:51 はい、日本原燃の速水でございます。開発硬化体の受け入れ計画について

は、ＥＣＣＳのですね、そのガラス固化体の切り契約については、 

1:26:06 第 13 条ですね廃棄物管理施設の保安規定の第十三条の中で出てくるつき核

となってございます。 

1:26:17 再処理施設の当使用計画ですね、こちらは第 20、 

1:26:29 対象施設の保安規定の 

1:26:34 第 29 条のほうで規定をしているものになります。 

1:26:46 はい。 

1:26:50 はい、水野ですいませんあの今回追加したものを踏まえてですね、旭山最初

計画の前になっていて、受け入れ計画のほうは後に出てくるという形になって

おります。 

1:27:05 。 

1:27:18 規制庁不足です。受け入れ計画は 13 条というおりました。 

1:27:22 はい、そうですね、はい。はい、計算領域、第 3 条っていうのは何を規定してい

るところです。 

1:27:32 はい。 

1:27:33 はい、そうは何の層での区分の見直しはどうなってるかとかいるのか説明いた

だき、 

1:27:41 日本原燃の速水でございますので、廃棄物管理施設の第 13 条は第 3 章の

第 2 節でガラス固化体の受け入れと。 

1:27:53 いや、今のがございまして、その中の第十三条でガラス固化体の受け入れ計

画という条文がございますが、そちらのほうで出てくる計画となっています。 

1:28:05 はい。 

1:28:11 ちょっと補足です。 

1:28:13 第 3 章第 2 節でなんで事業の本丸が出てくるのかっていうのをオオオカ再処

理のおまるが前などに対してっていうところの考えはどんな感じでしょうか。 
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1:28:39 あと、 

1:28:40 日本原燃の早海でございます。 

1:28:48 ちょっとそこに対しては、 

1:28:54 これ、 

1:28:57 はい。 

1:29:02 はい。 

1:29:14 規制庁コサクです。整理を伝えてもらえばいいかと思います。 

1:29:21 経営もですね、変更したところの審査ではあるんですけど、保安規定の遵守の

関係からはどっかどういう趣旨でどこにどういうふうに定められているかという

ことが説明できるっていうのが一番大事だと思いますので、その点で整理をし

ていただきたいと思います。 

1:29:39 基本的には核燃料物質の取り扱いみたいな話っていうところの 

1:29:44 1 に総合しているような気はするので、 

1:29:48 場所として悪いわけではないとは思うんで。 

1:29:52 説明ができるようにしていただければと思います。 

1:29:55 先ほどの上部については、保安規定の条文の。 

1:30:00 出てくる順番でまとめられているということで理解をしました。よろしくお願いし

ます。 

1:30:09 波源入りでございますので、ちょっとどこに定めるかという配置も含めて、 

1:30:16 その考え方を整理をしてお示しをさせていただきたいと思います。 

1:30:20 はい。 

1:30:24 規制庁の藤原です。資料 4 についてその他ありませんでしょうか。 

1:30:33 規制庁の藤村です。ないようですので、では続いて資料 5 に移りたいと思いま

す。こちらも簡潔に説明をいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

1:30:47 はい、日本原燃の速水でございます。それでは 2 月 18 日に提出提出いたし

まして資料 5 ですね、安全上へ必要な施設と同等の信頼性を維持する施設の

追加に伴う別件の分割について説明をさせていただきたいと思います。 

1:31:03 はじめにのところにありますように、国家の事業許可の変更の中で一部これま

で安全上重要な施設としていた機器が同等の信頼性を維持する施設と言うふ

うに整理は行われてございます。対象は当資料にある六戸 

1:31:22 次の計測制御設備になってございます。こちらオオオカの保安形状にして規定

するにあたって、今回、今日分割するという形で整理をさせていただきました。

こちらで基本的に 2 ポツにあるように誤解を事業指定申請書、 
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1:31:41 の中でですね、当添付書類 6 の第 1－7－1 表ですね、こちらは安全上重要な

施設が変更されてございまして保安規定ですね 3 ポツにあるように、保安規

定の別表 7－3 につきましてはこの 

1:31:56 事業許可の第 1－7 の－1 表ですね、こちらに整合するような形で記載をして

ございます。その関係で、今回位置付けのカッター信頼性を 

1:32:12 維持するとした施設については、今日ですね、表から外して、別の分割する表

－という形で終了させていただいたものになります。 

1:32:25 右の 2 ページありましたような別表 9 のほうで、安全上重要なインターロック

等ということで同族の等の場合に講じるべき措置とか、施設の管理について規

定をしてございます。こちらの方にもそのＡと同等の信頼性を維持する施設に

ついて、同じような管理をするということで、 

1:32:44 規定をさせていただいておりますけども、こちらの先ほどの別表 7－3 と。 

1:32:52 と同様の成立するという形で表分けてその位置付けをわかりやすくするという

形で等分割する形にさせていただいたものとなってございます。 

1:33:04 説明は以上です。 

1:33:07 規制庁の保証です。でも、閉止力に関して、規制庁からの確認を行っていきた

いと思います。 

1:33:14 まず私の方から一点あの先ほど説明にもあったと思うんですけれども、表基

本的には分けられた届け出内容としておかわり可能記載内容としては変わっ

てないという理解でよろしいですか。 

1:33:28 はい、日本原燃の速水でございます。はい。そこに地形する運用として実施す

る項目については、特に変更してございません。 

1:33:40 規制庁の藤原です。その点について理解いたしました。 

1:33:45 それ以外に、既設の方から何か確認事項ありますでしょうか。 

1:33:53 注イノマタです。懇回位、 

1:33:57 表は切られたというのは、それはそれでっていうところあるんですけれども、こ

の法案上のグレードの観点から、多分 

1:34:11 安全上重要な施設等々の信頼性を維持する質点のは、一応グレードが高い

管理を今後していくということんなるというふうに理解してるんですけれども、 

1:34:25 今回保安規定の申請で、その施設管理のところがあまりちょっと明確に出てこ

ないところもあって、具体的にどういうふうな管理をしていくのかっていう説明を

いただきたいと思うんですけども。 

1:34:46 日本原燃の速水でございます。施設管理の部分についてはすいません、ちょ

っと今回変更はしてございませんけれども、その中では、きちっと安全上重要

な施設と同じような管理、基本的には予防保全として定期的に 
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1:35:06 設備の確認等を行っていくということで考えてございます。 

1:35:14 そうすると、規制庁イノマタです。そうすると、もともとのそのグレード設備グレ

ードとしては低いだけれども、それをあえて高めた管理を行っていくというのが

その施設管理上明確になるっていうことなんですかね。 

1:35:32 日本原燃の速水でございます。もともと安全上重要な施設として、現在完了さ

せていただいておりますので、管理グレードは一番高いグレードの中に入って

いて、 

1:35:44 いろいろ機器、この六戸項目については高いグレードの中に含まれてござい

ます。 

1:35:52 今後の系統その管理については、維持をしていくということで他の 

1:35:57 設備と同じように、何ですかねその他のグレードの低いほうに分類をし直すの

ではなくて、管理グループとしてはこれまで通りの五つの位置付けで管理をし

ていくということで考えております。 

1:36:13 記 

1:36:14 規制庁の山形ですわかりました。 

1:36:17 あと膨らむ保安規定の表現ぶりリーダー系なのかもしれないんですが、一応

その安全上重要な施設等という中にその棟がその安全上重要な施設と同等

の信頼性を維持する施設なっていうふうに 

1:36:34 一応補足説明資料で書いてあるんですけども、それが保安規定でどっか読み

取れるということにはなっていますか。 

1:36:49 すみません。 

1:36:50 日本原燃の速水でございます。ちょっと特段裾そういったものが含まれるとい

うことを定義したところがないと。 

1:36:58 所ですので、ちょっとその辺を、すみません、明らかにしたほうがよいかと思い

ますので、その辺はちょっと情報の見直しのほう検討させていただければと思

います。 

1:37:12 規制庁イノマタです。おそらく今回あの改めて定義をされた上での管理をきち

っとやっていくということになりますんで、そこは明確にしといていただいたほう

がいいかなと思います。 

1:37:24 何で対応していただけるということですね。よろしくお願いします。 

1:37:34 規制庁フジワラです。それ以外に何か規制庁から確認項目ありますでしょう

か。 

1:37:44 規制庁のフジワラです。ないようですので、続けて資料 6 のほうに移りたいと

思います。資料 6 につきましても、これまである程度系確認をさせていただい

ている項目ですので、 
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1:37:57 特段何か伝えたい部分はある。 

1:38:01 というところに関しての説明を主にしていただきたいと思います。よろしくお願

いします。 

1:38:09 はい、日本原燃の星でございます。資料 6 につきましてにつきましては、新規

制基準の変更条文番号の補足資料ということで、再処理施設の作業に係る基

本適正化と廃棄物管理施設の運営がそこで議事の 

1:38:26 またそこでオオオカ伸びというのがこの紙のオオハシについてまとめてござい

ます。それと資料の 1 番目の資料 6－1－6－1 の再処理施設の作業に係るで

きることがございますけれども、どう 

1:38:42 観光なる変更理由を御説明ということで、2 ポツの変更理由か店舗変更理由

示しておりますけども、こちらは本規制に実施する場合に、 

1:38:55 職員との協議、燃料取扱社名も本当にここはどうショートステイ再処理施設の

改造される通りマスターばこれは当貸五条アボ 3 適用の対象と判断して工事

経営に変更する。 

1:39:11 変更する施設でございます。こちらの変更理由につきましてはこれまではこう

いった協議報告を行う控除対象としましては、°使用済み燃料等取扱施設に

おける設計対応画像等の設備に変更としておりましたが、 

1:39:27 これには一つ目の取り扱い開始萬象 

1:39:33 安全機能の確保を要しない状態にある施設を新規設置その工事含めておりま

せんでした。少し前は検査制度は見られ指導なります施設の既設の工事につ

いても、 

1:39:44 事業指定法令等の要求事項の適合維持し、施設の安全を確保する。 

1:39:49 保護するために定めと施設管理計画に基づき、設計管理費用作業管理を行う

と人となっておりますので、今回この変更申請したところでございます。当月の

ベースの②ですけれども、こちらも同じように、常に 

1:40:08 それをスプレイどうそれを 

1:40:10 多分ここで規模適正化ですけども、安全委員会の審議対象とする案ずつ御金

庫作業計画の目的ということで、これまで保安規定ではやっぱり等採取農作

業今度これはむしろずつの 

1:40:26 安全機能に影響を及ぼす恐れがある作業を行う場合の作業計画にスズキを 

1:40:33 隻ぐらい防潮中房地産適応な会社と判断した工事が 

1:40:39 設計開発の統合のＭ設計が変更に係る工事を定めておりますので、これを 

1:40:45 先ほど少します①と同様に 

1:40:48 を呼び込む形で、第 3 項第 2 もこの作業ということで変更する水素させている

と思います。こちらにつきましては変更理由とつきましては、当安全委員会も
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要するに対象核燃料取扱主任者の報告を行う工事の対象と整合させるため

に、 

1:41:05 ということで変更させていきますと、沖合安全委員会の 

1:41:10 審議海食崖産業機構についても同様安全事業への進出の安全機能影響を及

ぼすおそれのものを当作業警固アボメニュー取扱所掌も保安上どこで確認し

ておりまして、方案の 900 本の監督 

1:41:26 主任者の保安の監督の上の策定されることになっております。 

1:41:30 資料 6－1 につきましては以上です。 

1:41:37 続けてよろしいでしょうか。 

1:41:40 規制庁のフジノお願いします続けて 6－2 も説明してください。おめでとうござ

います持ち回りや廃棄物管理施設をどこそこで受け入れる市の確認のうえオ

オハシでございますけれども、2 ポツの変更点につきましてを、 

1:41:54 こちらわかると思いますことへの受け入れ計画作成の 

1:41:58 おめでとう。 

1:42:00 あそこの貯蔵及び等の各部のような部分ニューキシノ提言コストが必要と場合

に、江藤ほかのコード横浜国立するよう拡充するということで変更理由としまし

てはこの逆の本気設定を配置かぶるＭ2 キシノ点検工事が必要なところにそ

の移転成長コサクです。 

1:42:21 規制庁不足ですいません。最初にお話しした通り、聞いている内容なので、や

はり工数なり議会なりだけをください。はい。こちらはどう入って 

1:42:34 ほかにあります。それと縁辺バリューと示しを 

1:42:38 点検した土地利用図現行原稿であることということで一応コサクです。保安規

定で変更したことを聞くんじゃなくて、これも説明したことから変更したことだけ

を説明してください。 

1:42:54 例えばでわかりますね農地もめくっていただいてもともしくはの資料ベースとい

うことにつけておりますけれども、他部門の低減ということでこちら通高温高圧

の保全計画ということで、 

1:43:09 アボｇ連携を施設管理計画に基づき、時間基準保全として、 

1:43:15 同じ周期で電気をするということで、こちらを第 1 のほう部位につきましては、

遮へい扉入射ほどアップすること。 

1:43:23 上に走行操作装置でどういう効果による観察し、第 2 第 4 貯蔵区域のかぶら

に関しますと遮へい法人の設置率を観察にて遠隔による観察を実施すること

としまして、こちらは人が入らなくても、 
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1:43:40 次循環のためという言葉等、この理由も一つでございますそれから、2 ポツで

想定されるかもでございますけども、こちら春子モード、一般のかぶるＭＯ弁

が想定される方としましてはＭ6 成分の不足や固結岩西見出し、 

1:43:57 誤植ぼモリノ図面職でございますけれども、こちらは安全機能影響ための津浪

程度母材の不足種目こういう全面腐食でございます。こちらにつきましては、

運用者の腐食速度に家族試験を 50 年相当自主と場合時期等アルミモックア

ップのものにつきましては、 

1:44:16 一目の増軽微な変更認められるものの、図面腐食ニート留意の確認されなか

ったということで、どうも 9 月 50 マイクロメートルの試験ですっていうの増。 

1:44:29 50 年経過時点の母材の図面腐食の副作用 1 ミリとしてメートルと評価してご

ざいます。°腐食速度基準年で 1 名でもコストよりまして質問附属書の 3.5ｍ

ｍありますので、 

1:44:45 母材の職種の異常の副作用とするもので十分な時間余裕 30＄という残すっ

ております保修作業完了までに要する期間をどかす勾配の移動をどうするか

所蔵総合少しご検討保守作業で合計 1 年 7 ヶ月程度と想定してございます。 

1:45:04 3 ポツ目に比べて旅行しまして落とすと＆Ｖのですけれども、これも初めてか

ぶれ乗り越え初めて弁とＭＯを安全機能の影響が十分地盤ということで、一時

アブラムシとは言って欲しいですもんね。 

1:45:21 ご意見も本規程の作業管理に基づきまして、ガラス固化体が適切な医療先立

ちの減増資おじいさんの実施することとするという。 

1:45:31 しますので、移動サーベイについてオオオカの貯蔵ピット呼ばれそこがやっぱ

りある容器弁が考えられますけれども、こちらは 

1:45:39 調査日等につきましては、 

1:45:43 通常通報する場所ですね、自分の再発自然空冷で安全に保管できるというこ

とで、 

1:45:48 プラス交代パーティー話題もこちらの一時保管する機器でございますので、 

1:45:55 そういう換気設備根強く資料ございますけれどもこちらＨＴＳとも 20 日程度、パ

スコがドイツ等のミドルごとのいろんなこのように普及というものと考えてござ

います。資料の御説明は以上です。 

1:46:12 規制庁のフジワラです。では資料 6 に関しまして、規制庁からの確認事項を行

いたいと思います。私のほうから 1 点確認させていただきます。資料 6－2 の

ほうの 

1:46:27 ガラス固化体の耐ピットへの移動関係のものなんですけれども、こちらで時間

余裕を結構あるということは理解しつつも、異動先に関しましては、このピット 
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1:46:41 以下貯蔵ピット域分の希容量の確保っていうのをなしにした場合に、このとて

も貯蔵ピット 120 本／Ｂピットですね、この辺て期待ができるものなのか、期待

できると思っているのかを、むしろ 

1:46:57 結果機容量の確保を削除しているのでここを持っていると考えるべきなのかど

ちらなのか。 

1:47:03 別途作成ください。 

1:47:13 日本原燃の速水でございます。今回記載のほうは駅舎強させていただきたい

と考えてございまして、 

1:47:24 こうですと、他の貯蔵ピットということで 6 分の 5 ページにあります 720 本の空

き容量がちょっとピット全体ですね、2880 本の中で 720 戸があいているという

ことを確認をさせていただいておりますけども、 

1:47:40 今後ですね、受け入れのその開発工程における計画を考えたときに、将来的

に低と 2223 ガラス固化体の受け入れが予定されてございまして、 

1:47:56 そうすると 720 本ですね 1 ピット部分の明夫元町ピットの中でだけであけると

いうのがちょっと難しくなると。 

1:48:05 そういったときに、この仮置がたいといったものを活用することで、補修が必要

となった場合にこの 1 ピット部分の秋を他の 

1:48:17 ですねＴＨＡＩ固執対象以外のそういうピットですとか或いはから行かない。そう

いったものを使って確保することができるというふうに考えてございます。 

1:48:27 この辺については、今回の作業計画をちゃんとなされてもその中で管理をしな

がらできるということで東播机上の方からは削除したいということになってござ

います。 

1:48:41 規制庁のフジワラですと、私が知りたいのですねこの他の貯蔵ピットの部分で

720 本っていうのは基本的に期待していいのことをここだけをまず確認したく

て、プラスその移動したいというときに、 

1:48:56 移動が必要な容量とこのネットのその時に期待できる空き容量との大小関係

を知りたいんですが、その点の検討についてはいかがでしょうか。 

1:49:10 日本例年の配備でございます。まず 1 ピット期待できるかということにつきまし

ては、現時点ではできますけども、将来的には系統受け入れが進んでいくと、

できなくなりますが 1 ピット部分を必ずピットに上げるということができなくなっ

て参ります。 

1:49:32 規制庁の藤原です。すいません。 

1:49:36 うちは中の指摘もちょっと言葉足らずでピッとね余裕あけるということを言って

るわけではなくて、 
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1:49:44 適切に維持管理してくださいねって、安全確保してくださいねということを具現

化するにあたりどういう整理をしたかということを 

1:49:55 確認できればというところなので、 

1:49:59 将来的には保管容量、 

1:50:04 1 ピット開けられませんだけでは回答にならないんですね。 

1:50:08 その点で今回別紙とかを作られたんだと思うんですけど、どう考えてできる安

全確保できると言われましたかっていうところを説明してください。 

1:50:19 はい、日本原燃速水でございます。すみませんちょっと説明が不足しておりま

した。今申したように、将来的に 1 ピット部分を必ず開けとくということができな

くなります。その時の経営にも補修が必要となった場合に、経営と伊藤ができ

るかという観点で検討したところとしては、 

1:50:38 受け入れ計画は考えてる時のそのガラス固化体ですね、1 ピットを分ける上

で、そのピットの中におさまり切らないのが今 50 円。 

1:50:51 いうふうに思って考えてございます。そのガラス固化体の移動式としては、ここ

に書いて、非常に書いてあります通りガラス固化体の仮置き架台というのがご

ざいます。こちら検査時等にとガラス固化体を取り扱う施設として設計をしてお

りますので、 

1:51:10 冷却等含めて基本的に通常時は問題がなく、サイトを出す答えを安全に取り

扱うことができるというふうに考えてございます。さらにその換気設備等の異常

ですから、そういったものを考えた場合にも、 

1:51:27 十分な時間余裕がある中で電源で解決をしてあれば、電源の確保したり、Ｐｄ

故障であれば、その換気 

1:51:39 ちょっと冷却機能維持できるような措置を講じるといったそういった対応ができ

ると考えておりますので、このバス、 

1:51:48 答え、答えか利益課題を使うということに対して、保安上の問題はないという

ふうに考えてございます。 

1:52:03 はい。 

1:52:05 規制庁コサクです。今の説明だと。 

1:52:09 現状での受け入れ計画からするとっていう。 

1:52:13 前提条件があるようなんですけど。 

1:52:15 その計画は保安規定上縛りがかかっているものですか。 

1:52:32 補正 

1:52:34 榎並でございます。すいません。血糖ガラス固化体納期冷却については年度

ごとに策定をしております。ちょっと 2220 分っていうのは、 

1:52:46 そういう意味では 2120 分については、ツガネ。 
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1:52:51 考案し経営情報として何が集約わかっているものではないです。 

1:53:09 規制庁価格ですもそうだとすると、あまり 

1:53:15 計画によれば、ほかのピットになんぼを受けての抗力を 10 分はっていうその

前提が崩れるんだと思うんですけど。 

1:53:26 そういったところまで含めて全体像を管理していく。 

1:53:31 かっていうことの 

1:53:34 体系化努めているという説明をしていただきたいんですけど、どう考えますか。 

1:53:50 日本原燃の速水でございます。 

1:54:01 はい。 

1:54:05 そうすると、 

1:54:08 支援に 220 分というのが保安規定上担保できないものでそれを前提とした運

用というのが、本当に適切かというところがあるかと思います。 

1:54:22 ちょっとそこについてはもう一度整理をして説明をさせていただきたいと思いま

す。 

1:54:33 規制庁コサクですね、よろしくお願いします。 

1:54:37 必ずしもですね現地点で、 

1:54:40 明確に縛らなきゃいけないっていうものではないと思いますので、 

1:54:45 三条改正での対応で状況踏まえ適切に管理していけるように、将来の維持管

理も念頭にですね、していくということで、運用でちゃんとやっていける体系を

つくるのが保安規定だと思ってますので、 

1:55:02 その点で三条改正のときに整備をしたものの、一部、より良い出資から明確に

したほうがいいということでの改正だと思いますので、その点での体系的な考

えをまとめて、 

1:55:20 御説明いただければと思います。 

1:55:23 その点では 

1:55:25 今の 6－1 のほうもですね、その際に整理しておけばよかったようなことだと思

うんですけども、追加で 

1:55:35 より整理されたものということでの変更だと思いますので、 

1:55:41 一応説明では、検査制度の変更でとかっていうことは書かれていますので、そ

の点では理解しました。以上です。 

1:55:53 電源の配備でございます。はい。 

1:55:56 整理をして説明させていただきたいと思います。 

1:56:02 規制庁のフジワラです。資料 6 についてそれ以外に何か確認することを発言

をお願いいたします。 

1:56:14 規制庁のフジワラです。全体通しても何かあれば、 
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1:56:19 発言をいただきたいんですけれども、何かございますでしょうか。 

1:56:28 規制庁の藤原です。ではですね資料を 2 から 6 までの説明についての確認を

させていただきましたので、これで中身についての議論を終わりたいとか、確

認は終わりたいと思います。 

1:56:42 今回いろいろと 

1:56:45 事実関係の確認の中で、資料の修正等の検討されるということでしたので、資

料の提出を考えられてる費等ですねスケジュール関係について何か原燃のほ

うからありますでしょうか。 

1:57:02 はい。日本原燃の速水でございます。とスケジュールですねと資料 1 のほうで

スケジュールの提示させていただいておりました。今日御説明させていただい

た 2－Ａ棟すみませんスケジュールを念頭にの範囲本。 

1:57:17 4 から 2 の－8 までに関連する資料のですけれども、今回ヒアリングの中でい

ろいろとんと。 

1:57:26 コメント回答資料の修正等が必要かと認識してございます。ちょっと今の 3 月

1 日の週の中で、という形ですいません提出のほうを示させていただいており

ましたけども、ちょっといろいろコメントがあって、整理をさせていただく必要も

あるかと思いますので、 

1:57:44 こちらの資料提出のほうですね。すいません 3 月 8 日の週にという形でちょっ

と見直しをさせていただければというふうに思います。 

1:57:53 具体的な日にちについては、 

1:57:58 機構 

1:58:01 はい。 

1:58:10 規制庁の千葉です。この回りコメント等をコメント等修正も考えられているとこ

ろが幾つかあるということなので、また追ってスケジュール表等で示していただ

いて説明いただければいいかなと思います。 

1:58:26 大体 3 月 8 の週ということで理解はいたしました。その場合に、資料 2－2 棟

資料 2－3 も、3 月 8 日の週というふうに考えられてるんですが、こちらは変更

ないというふうに思っていていいんでしょうか。 

1:58:42 背景等資料。 

1:58:46 2－3 の資料なんですけども、こちらの前回 1 月 29 日に変更申請を出す際の

参考資料、こちらが該当するものという扱いをさせていただいておりますけど

も、 

1:59:01 今回の日資料本日説明いたしました資料 2 のコメント等踏まえまして、資料の

方 
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1:59:11 もう一度整理が必要かと思っておりますので、そちらすいませんちょっと今、3

月 8 日の週にしておりますけども、もう一周ちょっとずらさせていただいて 3 月

15 の集の中での提出と言う形とさせていただければと思います。 

1:59:27 えっとですので 2－2 もそれに合わせてという形で、ちょっと同じタイミングでの

提出というふうにさせていただければと思います。 

1:59:36 規制庁のフジワラですでは 2－2－3 についても、ちょっと 4 から 8 の状況によ

って適宜見直されるということで理解いたしました。 

1:59:46 あとその他規制庁から何かえとスケジュール等についての報告によりますでし

ょうか。 

1:59:56 規制庁イノマタです。内容というわけではなくて、このスケジュール表なんです

けれども、もう今週が 2 月の最終週に絞って来週からも 3 月になっちゃうの

で、 

2:00:12 今後のスケジュール表を作るにあたっては、ちょっと 3 月の 

2:00:18 部分をですね、ちょっと日割り 2 月にヒアリングしていただいて、いつごろ何を

提出するかっていうのがわかるようにしていただければというふうに思ってい

ます。以上です。 

2:00:31 値上げの速水でございます。はい、結構タカマツについては、もう少し来ＤＢベ

ースの詳細のスケジュールというふうな形に変更させていただきます。 

2:00:45 規制庁の藤村です。それ以外に何かございますでしょうか。 

2:00:54 規制庁のフジワラですと下のほうからも何か特に変わりませんでしょうか。 

2:01:02 はい。日本原燃評価書のほうから特に等ございません。 

2:01:08 はい。 

2:01:12 規制庁の藤原です。では、本日のヒアリングをこれで終了させていただきたい

と思います。 

2:01:18 お疲れ様でした。 

2:01:22 ありがとうございました。 

 
 


